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１ 

 

 
 
 

衆
議
院
議
員
早
稲
田
夕
季
君
提
出
外
務
省
の
障
害
者
雇
用
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
に
つ
い
て 

 
 

在
外
公
館
に
勤
務
す
る
外
務
公
務
員
に
対
す
る
障
害
者
雇
用
率
制
度
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
昨
年
、
国
及
び
地
方
公
共

団
体
の
多
く
の
機
関
に
お
い
て
障
害
者
雇
用
率
制
度
の
対
象
障
害
者
の
不
適
切
な
計
上
が
あ
り
、
法
定
雇
用
率
を
達
成
し
て

い
な
い
状
況
が
明
ら
か
に
な
っ
て
以
降
、
外
務
省
に
お
い
て
、
雇
用
の
質
を
確
保
し
な
が
ら
障
害
者
で
あ
る
職
員
の
採
用
を

行
い
、
そ
の
一
環
と
し
て
、
そ
れ
ら
の
職
員
の
在
外
公
館
へ
の
配
置
を
真
剣
に
検
討
す
る
中
で
、
在
外
公
館
（
政
府
代
表
部

を
除
く
。
）
に
勤
務
す
る
外
務
公
務
員
に
対
し
て
は
、
障
害
者
雇
用
率
制
度
に
つ
い
て
そ
の
職
務
の
特
殊
性
に
鑑
み
た
取
扱

い
が
必
要
で
あ
る
と
の
判
断
に
至
っ
た
も
の
で
あ
る
。 

二
に
つ
い
て 

 
 

「
平
成
三
十
年
国
の
機
関
等
に
お
け
る
障
害
者
雇
用
状
況
の
集
計
結
果
」
（
平
成
三
十
年
十
二
月
二
十
五
日
厚
生
労
働
省

公
表
）
に
よ
る
と
、
独
立
行
政
法
人
国
際
協
力
機
構
の
実
雇
用
率
（
事
業
主
又
は
国
若
し
く
は
地
方
公
共
団
体
の
機
関
に
常

時
雇
用
さ
れ
る
労
働
者
又
は
勤
務
す
る
職
員
に
対
す
る
障
害
者
の
割
合
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
は
、
平
成
三
十
年
六
月
一

日
現
在
で
一
・
六
五
パ
ー
セ
ン
ト
、
独
立
行
政
法
人
日
本
貿
易
振
興
機
構
の
実
雇
用
率
は
、
同
年
十
月
一
日
現
在
で
二
・
五



 

２ 

 

一
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
。 

 
 

ま
た
、
御
指
摘
の
「
こ
れ
ら
の
法
人
に
除
外
職
員
の
し
く
み
を
適
用
し
な
い
こ
と
と
の
整
合
性
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が

必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
「
今
後
の
障
害
者
雇
用
施
策
の
充
実
強
化
に
つ
い
て
」
（
平
成
十
四
年
一
月
九
日
労
働
政

策
審
議
会
障
害
者
雇
用
分
科
会
意
見
書
）
に
お
い
て
、
「
国
、
地
方
公
共
団
体
の
あ
ら
ゆ
る
職
種
で
障
害
者
雇
用
が
進
む
こ

と
が
必
要
で
あ
る
が
、
国
民
の
生
命
の
保
護
と
と
も
に
、
公
共
の
安
全
と
秩
序
の
維
持
を
職
務
と
し
て
お
り
、
そ
の
遂
行
の

た
め
に
は
職
員
個
人
に
よ
る
強
制
力
の
行
使
等
が
必
要
で
あ
る
よ
う
な
職
員
に
つ
い
て
は
別
途
の
取
扱
い
が
必
要
で
あ
る
」

と
さ
れ
た
こ
と
を
踏
ま
え
、
障
害
者
の
雇
用
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
三
十
八

条
第
一
項
に
お
い
て
、
国
及
び
地
方
公
共
団
体
の
機
関
に
常
時
勤
務
す
る
職
員
に
つ
い
て
の
み
規
定
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ

る
。 

三
に
つ
い
て 

 
 

各
国
に
お
い
て
障
害
者
雇
用
の
制
度
や
運
用
が
異
な
る
こ
と
等
か
ら
、
単
純
に
比
較
す
る
こ
と
は
適
当
で
は
な
く
、
ド
イ

ツ
及
び
フ
ラ
ン
ス
の
外
務
省
に
つ
い
て
、
両
国
の
民
間
企
業
や
他
の
政
府
機
関
と
比
べ
て
低
い
障
害
者
雇
用
率
が
適
用
さ
れ

て
い
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
承
知
し
て
い
な
い
。 



 

３ 

 

四
に
つ
い
て 

 
 

御
質
問
の
趣
旨
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
御
指
摘
の
「
五
年
間
」
が
経
過
し
た
後
も
、
在
外

公
館
に
勤
務
す
る
外
務
公
務
員
の
職
務
の
特
殊
性
が
変
わ
る
も
の
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
一
方
、
国
が
自
ら
率
先
し
て
障

害
者
を
雇
用
す
る
観
点
及
び
ノ
ー
マ
ラ
イ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
観
点
か
ら
、
こ
れ
ら
の
外
務
公
務
員
に
対
す
る
障
害
者
雇
用
率
制

度
の
取
扱
い
に
は
期
限
を
定
め
る
方
向
で
検
討
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。 

五
に
つ
い
て 

 
 

御
質
問
の
趣
旨
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
外
務
省
と
し
て
は
、
個
々
の
障
害
者
で
あ
る
職
員
の
希
望
、
適
性
、

諸
外
国
に
お
け
る
生
活
及
び
勤
務
環
境
等
を
総
合
的
に
勘
案
し
な
が
ら
、
で
き
る
限
り
多
く
の
障
害
者
で
あ
る
職
員
を
在
外

公
館
に
も
配
置
し
て
い
く
考
え
で
あ
る
。 


